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第 24期 第 22回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和 4年 4月 26日（火）13時 30分、第 22回北広島市農業委員会総会を北広島市役所 5階議場に

招集する。 

 

１  議事日程 

日程第 1  議事録署名委員の指名 

日程第 2  会期の決定 

日程第 3  報告第 1号  農地転用事業完了による専決処分について 

日程第 4  報告第 2号  賃貸借の合意解約について 

日程第 5  議案第 1号  農地法第 3条の規定による許可申請について 

日程台 6  議案第 2号  農地法第 5条の規定による許可申請について 

日程第 7   議案第 3号  農用地利用集積計画の決定について 

日程第 8   議案第 4号  令和 3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案） 

日程第 8   議案第 4号  について 

日程第 9  議案第 5号  農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定について 

日程第 10  議案第 6号  令和 4年度最適化活動の目標（案）について 

日程第 11  議案第 7号  現地調査委員の指名について 

日程第 12  その他 諸報告 

 

２ 応招委員  1番 茶木 義行 委員   2番 宮北  輝 委員  3番 佐藤 芳之介 委員 

２ 応招委員  4番 佐々木 珠惠 委員  5番 安宅 一夫 委員   6番 塚本 能信 委員   

7番 三戸  修 委員 

 

３ 農地利用最適化推進委員出席者  阿部 知博 委員  坂本 勝則 委員 田村 智幸 委員  

山田 智美 委員 森越 信幸 委員 

 

４ 事務局出席者  事務局長 及川 浩司  事務局次長 山田 孝博  主査  武山 伍織 

５ 事務局出席者  主査   石川 正人  主事  上野 礼     主事  伊藤 雄真 

４ 事務局出席者   

 

（開会宣言  13時 30分） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

佐々木委員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

茶 木 委 員 

事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

＜日程第 1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第 1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第 14条

の規定により 5番 安宅委員、6番 塚本委員、以上 2名を指名いたします。 

 

＜日程第 2：「会期の決定」＞ 

日程第 2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和 4年 4月 26

日、本日 1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日 1日と決しました｡ 

 

＜日程第 3：報告第 1号「農地転用事業完了による専決処分について」＞ 

 報告第 1号「農地転用事業完了による専決処分について」を議題といたします。事務局か

ら、報告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。この案件につきましては、現地調査委員会による現地調

査が実施されていますので、佐々木委員長より調査結果の報告をお願いいたします。 

令和 4年 4月 14日、転用事業完了による現地調査を、安宅委員、塚本委員、私の 3名で

実施いたしましたので、結果についてご報告いたします。 

番号 1、○○○○○○○○○○○○○○○○○○から転用完了報告のあった土地ですが、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を目的とし、農地法第 5条許可を受

けた転用事業について、完了報告を受け調査したものです。現地の状況は、事業計画のとお

り完了していることを確認しましたので、報告のとおり、転用事業完了と認めました。以上、

現地調査結果報告といたします。 

ご苦労様でした。これより質疑を行います。何か質疑はございませんか。茶木委員どうぞ。 

転用完了ということですが、いつから営業しているのでしょうか。 

ただ今の質問にお答えいたします。令和 4年 4月 1日から営業を行っております。また、

補足説明といたしまして、完了年月日が令和 3 年 12 月 13 日となっており、12 月中に完了

報告をいただいておりましたが、積雪期で底地が見えないという状況から完了の現地調査が

できなかったところでございます。4月に入りまして雪解けが進みましたので、現地確認を

したという内容でございます。以上です。 

他に何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第 1 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第 1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第 4：報告第 2号「賃貸借の合意解約について」＞ 

報告第 2号「賃貸借の合意解約について」を議題といたします。事務局から、報告案件の

朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。 

（「質疑なし。」の声） 

 質疑なしと認めます。報告第 2 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第 2号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第 5：議案第 1号「農地法第 3条の規定による許可申請について」＞ 
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議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

坂 本 委 員 

 

 

 

 

議 長 

宮 北 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

宮 北 委 員 

 

事 務 局 

 

 

宮 北 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

議案第 1号「農地法第 3条の規定による許可申請について」を議題といたします。事務局

から、議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

 議案の朗読が終わりました。また、この案件につきましては、地区担当委員による現地調

査が実施されていますので、坂本委員より調査結果の報告をお願いいします。 

 令和 4年 4月 19日、農地法第 3条許可申請による現地調査を佐藤委員、三戸委員、私の

3 名で実施しましたので、結果についてご報告いたします。番号 1、貸主 ○○○○○ 借

主 ○○○○○○○○○○○○○○による申請ですが、現地及び許可申請書等を確認し、借

主である○○○○○が申請地を計画どおり耕作可能であることを確認いたしました。以上、

現地調査結果報告といたします。 

 ご苦労様でした。これより質疑を行います。何かございませんか。宮北委員どうぞ。 

 この法人はどういう野菜農家なのか、畑作農家なのか、果樹農家なのか、またどういう目

的で賃貸借されるのか教えてください。 

 最初のご質問ですが、この○○○○○は野菜農家になってございます。申請地の作付につ

きましては、馬鈴薯・ニラ・トマト・ネギ・フキなどを計画しているところでございます。

また、経営面積 20,785 ㎡となってございますが、北広島市ではなく○○○○での経営面積

となってございます。新設の法人でございまして、○○○○で営農を行っている農業者と共

同で法人を立ち上げたものでございます。代表取締役の○○○○が、北広島市で主に営農を

行いまして、○○○○の農業者が○○○○で営農を行っていくという内容でございます。目

的といたしましては、代表取締役の○○○○が農業に興味があり、市内や○○○○での収穫・

作付のお手伝いをし、農業に携わっていた経緯がございまして、より本格的な農業に参画す

るということで法人を立ち上げたという次第でございます。以上です。 

 他に何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

 質疑なしと認めます。議案第 1号は許可と決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第 1号は、許可と決定いたしました。 

 

＜日程第 6：議案第 2号「農地法第 5条の規定による許可申請について」＞ 

議案第 2号「農地法第 5条の規定による許可申請について」を議題といたします。事務局

から議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。宮北委員ど

うぞ。 

番号 1 の○○○○○○○○○○○さんについてですが、図面下にある傾斜部分の調整池

は、汚水や土砂の流出等を防ぐものなのでしょうか。 

この計画にあたりまして、農業委員会だけではなく都市計画課などとも相談をしながら、

進めている案件でございます。その中で、災害級の大雨等に対応し、市街地に土砂が流出し

ないように調整池を設けるという内容でございます。以上です。 

あと一点よろしいでしょうか。ここに記載されている台数は、そこに駐留できるような台

数を記載しているのでしょうか。 

土地利用計画図で説明しますと、バスが 35 台、一般車輌が 503 台となってございます。

こちらは駐留できる最大の数字を載せております。従って、常に満車ということではないと

思われます。今後○○○○○○○○○では、来年の春に○○○○○○○○○○で利用すると

いう予定もあり、そこで何かできないかと計画しているところがまず第一にございます。ま

た、○○の○○○○○○○○○○○などの臨時駐車場や、また札幌圏内に位置することから

道央圏内の観光も注力していきたいというところで、転用申請があった次第でございます。

以上です。 

私からよろしいでしょうか。今の説明の中には、大型バスが 35 台、一般車輌が 503 台と
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議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

 

 

茶木職務代理 

 

 

茶木職務代理 

 

 

茶木職務代理 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

ありましたが、この出入口を見ると団地の中を通行する形になるかと思います。地形などの

関係もあるかと思いますが、○○○に直接取り付けるという構想はなかったのでしょうか。 

こちらの出入口ですが、団地の中を通行するという点は事務局でも心配していたところで

ございます。○○○○○○○○○も、団地の中を通行するという点は危惧しておりまして、

この出入口のところに看板を設置し、出口は左折禁止にし、右側から○○○に向かって出て

いくように表示した看板を設置いたします。また、○○○○の町内会とも事前に協議してお

りまして、市街地には入らないということで、町内会の理解をいただいているところでござ

います。看板を設置しても団地内に入ってくることがありましたら、別の対応を考えていく

という回答をいただいております。以上です。 

ほかに何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 2号は、許可相当とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第 2号は、北海道農業会議へ意見を聴取した後、許可相当と

意見を付し、石狩振興局長へ送付することに決定いたしました。 

 

＜日程第 7：議案第 3号「農用地利用集積計画の決定について」＞ 

議案第 3号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたします。事務局から、議

案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。番号 1から番号 3につきましては、私が議事参与の制限の対

象となりますので、退席いたします。その間は会長職務代理者である茶木委員に議長を務め

ていただきます。暫時休憩いたします。 

（三戸会長退席、茶木職務代理議長席へ移動） 

それでは休憩を解き再開いたします。これより番号 1 から番号 3 について質疑を行いま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号 1から番号 3については、提案のとおり決定することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号 1から番号 3については、提案のとおり決定いたしました。 

ここで三戸会長の除斥を解きます。暫時休憩いたします。 

（茶木職務代理退席、三戸会長議長席へ移動） 

それでは休憩を解き再開いたします。番号 4につきましては、佐々木委員が議事参与の制

限の対象となりますので、退席願います。暫時休憩いたします。 

（佐々木委員退席） 

それでは休憩を解き再開いたします。質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号 4は、提案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号 4は、提案のとおり決定いたしました。ここで佐々木委員の

除斥を解きます。暫時休憩いたします。 

（佐々木委員着席） 

それでは休憩を解き再開いたします。番号 5から番号 8について質疑を行います。質疑ご

ざいませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号 5から番号 8については、提案のとおり決定することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 
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ご異議なしと認めます。番号 5から番号 8については、提案のとおり決定いたしました。 

以上で議案第 3号は、すべて提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第 8：議案第 4号「令和 3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）

について」＞ 

議案第 4号「令和 3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について」

を議題といたします。事務局から、議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。事務局から補足説明を求められておりますので、これを許し

ます。 

議案第 4号につきまして、補足説明いたします。事前に資料を配布しておりますので、簡

単に説明させていただきます。農業委員会の活動の点検・評価につきましては、農林水産省

の通知に基づき、毎年活動計画を定め自己評価と点検評価を行います。これをホームページ

などにより公表することによって、農業委員会の活動を対外的にわかりやすくするという取

り組みでございます。なお、議案第 6号にございますが、令和 4年度からは「最適化活動の

目標」を作成することとなり、令和 3年度で農業委員会の活動の点検・評価は終了となりま

す。別紙 1が令和 3年度の点検評価でございます。記載している主な項目は、農業委員会の

状況や体制、担い手への利用集積、遊休農地の解消や農地の利用状況調査、違反転用の対応

などとなっております。いずれの項目におきましても適正に処理しているという内容でござ

います。今後の予定としましては、本日、この点検・評価と活動計画の案を決定いただきま

して、30日間農業者等の意見を募集します。提出された意見を踏まえまして、5月末までに

正式に決定し、これをホームページ等に公表いたします。その後、6月末までに国へ提出す

る予定でございます。以上です。 

これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 4号は、提案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第 4号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第 9：議案第 5号「農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定について」＞ 

議案第 5号「農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定について」を議題といたし

ます。事務局から、議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。事務局から補足説明を求められておりますので、これを許し

ます。 

 議案第 5号につきまして、補足説明いたします。農業委員会等に関する法律により、農業

委員会においては「農地等の利用の最適化の推進」が重要な事務として位置づけられており、

また、同法第 7条には「農地等の利用の最適化の推進」における指針を定めるよう努めなけ

ればならないとあり、今までは努力義務であったため、当市委員会では定めておりませんで

したが、今後は指針を作成しなければならなくなること、また、議案第 6号にもありますが、

「最適化活動の目標」の策定にあたり、指針を基にして策定、ということがございますので、

今総会において指針を定めようとするものであります。先月に案をお配りしており、今回最

終的な案をお配りしておりますので、簡単にご説明いたします。 

この「農地等の利用の最適化」については、農地利用最適化推進委員の主たる業務となっ

ており、この指針においても推進委員が中心となり、農業委員会委員と連携しながら取り組

んでいくという内容になっております。具体的な活動として、遊休農地の解消、担い手等へ

の集積、新規参入への促進となっており、これらの活動は目標の設定にも繋がっていきます。

遊休農地については、農地の利用関係の調整を第一に、将来的には遊休農地をなくすという

内容になっております。担い手等への集積について、令和 4年 3月時点では 67.8パーセン
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宮 北 委 員 

トとなっておりますが、市で作成している基本構想などを参考にし、将来的な集積率の目標

を 80 パーセントとしております。目標達成のために、市や北海道農業公社、道央農業振興

公社などと連携しながら担い手への集積を推進していくという内容でございます。新規参入

について、1 経営体、3ha 程度を参入できるよう取り組んでいくという内容でございます。

先月の総会にもご説明をいたしましたが、指針の改正については法令等で記載がないことか

ら、委員の改選に伴い見直しを図る市町村が主であります。当市では改選が来年夏に予定さ

れておりますことから、今回の指針は令和 6年 3月の目標とし、次回の見直しから 3年毎の

見直しにしたいと考えております。本日、この指針の案が決定されましたら、速やかに市の

ホームページ等に公表いたします。以上です。 

これより質疑を行います。質疑ございませんか。今現在の集積率は約 67.8 パーセント弱

ですが、課題としては約 80 パーセントとしております。ただ、当市においても高齢化が進

んでいる中で、若干ハードルが高い気もしますが、北海道の目標数値をわが市としても上げ

ていかなければならないと考えております。お声がないようなので、質疑なしと認めてよろ

しいですか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 5号は、提案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第 5号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第 10：議案第 6号「令和 4年度最適化活動の目標（案）について」＞ 

議案第 6号「令和 4年度最適化活動の目標（案）について」を議題といたします。事務局

から、議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。事務局から補足説明を求められておりますので、これを許し

ます。 

 議案第 6号につきまして、補足説明いたします。令和 4年 2月 2日付け農林水産省経営局

長通知により、毎年最適化活動の成果目標を設定しなければならないこととなりました。先

月総会でもご説明いたしましたが、令和 3年度まで実施している農業委員会の目標と大きく

内容が異なるものではなく、農業委員会の現在の状況や担い手等への利用集積、北広島市へ

の新規参入者数等の現状及び目標、遊休農地の解消の活動計画などとなってございます。 

一部で新設されている項目がございます。3枚目でございますが、まず新規参入の促進に

係る目標面積でございます。②ですが、新規参入者へ公表する農地面積の目標でして、こち

らについては、平成 28年から平成 30年までの 3年間の権利移動面積の平均の 1割以上を記

入しなければならないことから、1割である約 19haを記入しております。したがって、現在

実際に公表できる面積ではなく、この数字を目標に新規参入者等へ農地を紹介していくとい

う形になります。次に最適化活動の活動目標についてですが、月の活動日数目標を 3 日と

し、農作業や冬期間などございますが、月に 3 日以上の活動をしていただくこととなりま

す。具体的な活動としては現地調査や農業者等との調整、総会を含めた会議等に出席し、意

見を陳述することなどがございます。活動に付随して、活動強化月間を 3カ月以上設定しな

ければならないこととされたため、農地利用状況調査や利用意向調査、契約更新時に係る調

整などが行われる月を強化月間として設定しております。最後に新規参入相談会への出席で

すが、農業団体等が行う相談会等に 1回以上参加をするという目標でございます。他の組織

等が新規参入に向けた説明等を聞くことも重要と位置付けられており、当市の新規参入にも

活かせるものがあると思われますので、別途推進委員の皆様に日程等のご相談をさせていた

だければと思います。今後の予定として、本日、この案が決定されましたら、北海道農業会

議へ目標の確認をしていただき、その後市のホームページ等に公表するとともに、北海道へ

提出いたします。以上です。 

これより質疑を行います。質疑ございませんか。宮北委員どうぞ。 

新規参入者の法人や個人は、国も力をいれているかと思いますが、実際に新規参入される
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人達に対して、すぐに作付できる農地があるのかというのは、我々から見ても難しい農地し

か残っていないと感じます。新規参入者を増やしていこうということであれば、場所によっ

ての適地適作の考え方があるので、仮に排水の悪いところがあれば明渠や暗渠をやって耕作

できるようにするとか、風が強いところであれば防風林を植えるですとか、色々と手はあり

ますが、新規参入者の方々にしては非常にハードルが高く難しいところがあるかと思いま

す。そこで、市として新規参入の前後を含めた対応が非常に重要になってくると思います。 

法人は農地所有適格法人の提出があり、個人は地区担当委員が中心となって実情を把握し

ているかと思いますが、新規参入してもその農地が適正に使われていなければ、本来のゴー

ルではないと考えられますので、そこは適正化ということが非常に重要になってくると思い

ます。 

現在、新規参入者の方にすぐに作付ができる農地を紹介できない状況でございます。北広

島市の場合、遊休農地が約 20ha ありますが、すぐに再生利用できる農地ばかりではないこ

とは、皆さんが一番よくご存じかと思います。この遊休農地や、程度の良くない農地につき

ましては、市や JA 道央などを通じて明渠暗渠の整備や、新規参入者に対しての補助金もわ

ずかながらあります。また諸条件がありますが、農地中間管理機構を用いて、簡易な基盤整

備を行ってから貸付を行うといったプランもあると伺っております。ただ、諸条件があるの

ですぐに使えるわけではございませんが、今後そういったものも一つ案として考えていかな

ければならないのかなと思っております。 

新規参入者を国としても、北海道としても、北広島市としても推奨していきますが、宮北

委員の仰るとおり、新規参入したらそこで終わりということではなく、新規参入をし、この

北広島市で長く営農していくというのが大事なことだと思っております。その為に、農業委

員会・市・道央農業振興公社などと連携しながら取り組んでいくことはもちろんですし、農

業委員・推進委員の皆さまにお力をいただきながら、現場の確認や新規参入者への相談をし

ていただけたらと思っております。地区担当の委員であればその地区の農地がどういう要件

があって、得意・不得意な作物などを十分把握しているかと思います。是非、新規参入者の

方と積極的に触れ合っていただき、良き相談相手として活動していただけたらと思います。

今回、目標にも書いておりますが、新規参入への目標ということで、実際に公表できる面積

とは違って、単純に 3年間の平均の公表をしておりますが、ご紹介できる農地がない状況で

ございまして、今後北広島市として高齢化に伴う規模縮小や、非農家への相続といったこと

が考えられる状況でございます。ここ数年で活動しておりますが、地区の調整会議をより積

極的に行いまして、借りる人・買う人が決まっていない状況の農地でも調整会議を開催し、

この地区の農地は誰が借りるべきなのか、買うべきなのか、新規参入している人の中で取り

組める人はいないか等を会議で諮れたらと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願

いいたします。以上です。 

仰るとおり、新規参入の前後が大事だというのは考えておりますし、我々が既存の農家だ

とすれば、相談に乗ることもできますが、横に農地があっても誰が耕作しているかわからな

い場所は結構あります。業務委託等を行っていることもあるかとは思いますが、その際は既

存の農家に相談をしていただきたいなと思っています。既存の農家で隣の農地を誰が耕作し

ているかわからないということを防ぐためにも、地域の農業者等との顔合わせ等を推進して

しっかり営農していって欲しいと思います。 

ほかに、質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 6号は、提案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第 6号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第 11：議案第 7号「現地調査委員の指名について」＞ 

議案第 7号「現地調査委員の指名について」を議題といたします。現地調査委員の指名に

つきましては、現況証明事務処理規程第 5条の規定により、私から指名いたします。7番 三
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戸委員、1番 茶木委員、2番 宮北委員、調査補充委員として、3番 佐藤委員を指名いた

します。 

 

＜日程第 12：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

それでは、諸報告を行います。1点目、次回の第 23回農業委員会総会につきましては、令

和 4年 5月 27日金曜日、午後 1時 30分から北広島市役所 5階議場で予定をしております。

2点目、会長と事務局の動静報告についてでございます。3月・4月につきましては記載のと

おりでございます。5月 9日道央農業振興対策協議会が野幌セレモニーホールはやしで開催

されます。こちらには、三戸会長と私で出席いたします。25日水曜日、北海道農業会議第 2

回常設審議委員会が第二水産ビルで開催されます。こちらには会長の出席をお願いいたしま

す。27 日金曜日、第 23 回農業委員会総会を午後 1 時 30 分より開催したいと思っておりま

す。3点目でございます。次回現地調査委員会の日程についてでございます。現地調査委員

として、7番 三戸委員 1番 茶木委員 2番 宮北委員 調査補充委員 3番 安宅委員 

でお願いしたいと考えております。調査の日程でございますが、案としましては 5 月 16 日

月曜日 9時 00分からとしておりますがいかがでしょうか。それでは現時点におきましては、

5月 16日月曜日に決定させていただきます。以上です。 

委員の皆さまから何かございませんか。なければ以上をもちまして第 22 回北広島市農業

委員会総会を閉会といたします。ご苦労様でした。 
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（閉会宣言 14時 35 分） 

 

 

 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 
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